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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する
通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
通信方法において、
　パケットの衝突を回避するために送信禁止状態となっている無線端末が、その期間に自
端末が属する基地局からＲＴＳフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可
能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フ
レームを送信する再送要求ステップと、
　前記ＲＴＲフレームを受信した基地局と前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、所定
のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
前記送信禁止状態となっている無線端末を収容する基地局が、当該無線端末宛てのデータ
を一時的に保存しておくデータ保存ステップ、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の通信方法。
【請求項３】
前記データ保存ステップでは、ＣＴＳフレームが得られないことによるＲＴＳフレームの
再送回数が、予め規定しておいた所定回数に達した時点で、前記無線端末宛てのデータを
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保存することを特徴とする請求の範囲第２項に記載の通信方法。
【請求項４】
前記基地局は、ＲＴＳフレームを送信したにもかかわらず、送信先の無線端末が送信禁止
状態でＣＴＳフレームを受信できない場合、他の無線端末に対して送信すべきデータがあ
れば、前記送信禁止状態となっている無線端末との通信よりも前記他の無線端末との通信
を優先的に実行し、
　前記送信禁止状態となっている無線端末は、前記他の無線端末のチャネル使用期間に応
じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の通信方法
。
【請求項５】
前記再送ステップでは、送信禁止状態となっている無線端末が、その期間に複数の基地局
または他の無線端末からＲＴＳフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可
能状態となった時点で、優先度の高い順に再送処理のスケジューリングを行い、順にＲＴ
Ｒフレームを送信することを特徴とする請求の範囲第１項に記載の通信方法。
【請求項６】
ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する
通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
基地局と前記ＲＴＳ／ＣＴＳを使用していない基地局とが共存する通信システムにおける
通信方法において、
　パケットの衝突を回避するために送信禁止状態となっている無線端末が、その期間に自
端末が属する基地局からデータフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可
能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フ
レームを送信する再送要求ステップと、
　前記ＲＴＲフレームを受信した前記基地局と前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、
所定のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【請求項７】
前記送信禁止状態となっている無線端末を収容する基地局が、当該無線端末宛てのデータ
を一時的に保存しておくデータ保存ステップ、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第６項に記載の通信方法。
【請求項８】
前記データ保存ステップでは、データフレームの再送回数が予め規定しておいた所定回数
に達した時点で、前記無線端末宛てのデータを保存することを特徴とする請求の範囲第７
項に記載の通信方法。
【請求項９】
前記基地局は、データフレームを送信したにもかかわらず、送信先の無線端末が送信禁止
状態でＡＣＫフレームを受信できない場合、他の無線端末に対して送信すべきデータがあ
れば、前記送信禁止状態となっている無線端末との通信よりも前記他の無線端末との通信
を優先的に実行し、
　前記送信禁止状態となっている無線端末は、前記他の無線端末のチャネル使用期間に応
じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲第６項に記載の通信方法
。
【請求項１０】
前記再送ステップでは、送信禁止状態となっている無線端末が、その期間に複数の基地局
または他の無線端末からデータフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可
能状態となった時点で、優先度の高い順に再送処理のスケジューリングを行い、順にＲＴ
Ｒフレームを送信することを特徴とする請求の範囲第６項に記載の通信方法。
【請求項１１】
前記再送ステップは、
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　前記ＲＴＲフレームを受信した基地局が、その応答としてＲＴＳフレームを送信する工
程と、
　前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、受信したＲＴＳフレームに対する応答として
ＣＴＳフレームを送信する工程と、
　前記ＣＴＳフレームを受信した基地局が、送信禁止状態で送信することができなかった
前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信する工程と、
　前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、所望のデータフレームを受信後、ＡＣＫフレ
ームを返送する工程と、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の通信方法。
【請求項１２】
前記再送ステップは、
　前記ＲＴＲフレームを受信した基地局が、送信禁止状態で送信することができなかった
前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信する工程と、
　前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、所望のデータフレームを受信後、ＡＣＫフレ
ームを返送する工程と、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の通信方法。
【請求項１３】
前記再送ステップは、
　前記ＲＴＲフレームを受信した基地局が、送信禁止状態で送信することができなかった
前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信する工程と、
　前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が、所望のデータフレームを受信後、ＡＣＫフレ
ームを返送する工程と、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第６項に記載の通信方法。
【請求項１４】
前記送信禁止状態が解除された無線端末からＲＴＲフレームを受信した他の無線端末、お
よび前記ＲＴＲフレームを受信した基地局と通信可能なＲＴＲフレーム送信元の無線端末
以外の無線端末が、パケットの衝突を回避するために動作状態を送信禁止状態に移行し、
前記再送ステップの処理が完了した時点で、送信禁止状態を解除することを特徴とする請
求の範囲第１１項に記載の通信方法。
【請求項１５】
前記送信禁止状態が解除された無線端末からＲＴＲフレームを受信した他の無線端末、お
よび前記ＲＴＲフレームを受信した基地局と通信可能なＲＴＲフレーム送信元の無線端末
以外の無線端末が、パケットの衝突を回避するために動作状態を送信禁止状態に移行し、
前記再送ステップの処理が完了した時点で、送信禁止状態を解除することを特徴とする請
求の範囲第１２項に記載の通信方法。
【請求項１６】
前記送信禁止状態が解除された無線端末からＲＴＲフレームを受信した他の無線端末、お
よび前記ＲＴＲフレームを受信した基地局と通信可能なＲＴＲフレーム送信元の無線端末
以外の無線端末が、パケットの衝突を回避するために動作状態を送信禁止状態に移行し、
前記再送ステップの処理が完了した時点で、送信禁止状態を解除することを特徴とする請
求の範囲第１３項に記載の通信方法。
【請求項１７】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
無線端末において、
　パケットの衝突を回避するために送信禁止状態となっているとき（送信禁止期間）に自
端末が属する基地局からＲＴＳフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可
能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フ
レームを送信することを特徴とする無線端末。



(4) JP 4339313 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

【請求項１８】
前記送信禁止状態となっている期間に、複数の他の無線端末または基地局からＲＴＳフレ
ームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、優先度の高
い順に再送処理のスケジューリングを行い、順にＲＴＲフレームを送信することを特徴と
する請求の範囲第１７項に記載の無線端末。
【請求項１９】
前記送信禁止期間に他の無線端末との通信が優先的に実行された場合、当該他の無線端末
のチャネル使用期間に応じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲
第１７項に記載の無線端末。
【請求項２０】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）を使用していない基地局に属する無線端末において
、
　前記ＲＴＳ／ＣＴＳを採用する基地局の影響で送信禁止状態となっているとき（送信禁
止期間）に自端末が属する基地局からデータフレームを受信した場合、送信禁止状態が解
除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃ
ｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする無線端末。
【請求項２１】
前記送信禁止状態となっている期間に、複数の他の無線端末または基地局からデータフレ
ームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、優先度の高
い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔ
ｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする請求の範囲第２０項に記載の
基地局。
【請求項２２】
前記送信禁止期間に他の無線端末との通信が優先的に実行された場合、当該他の無線端末
のチャネル使用期間に応じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲
第２１項に記載の無線端末。
【請求項２３】
前記ＲＴＲフレーム送信後に、前記基地局から受信したＲＴＳフレームに対する応答とし
てＣＴＳフレームを送信し、さらに、前記ＣＴＳフレーム送信後に、基地局から所望のデ
ータフレームを受信し、受信完了後にＡＣＫフレームを返送することを特徴とする請求の
範囲第１７項に記載の無線端末。
【請求項２４】
前記ＲＴＲフレーム送信後に、前記基地局から所望のデータフレームを受信し、受信完了
後にＡＣＫフレームを返送することを特徴とする請求の範囲第１７項に記載の無線端末。
【請求項２５】
前記ＲＴＲフレーム送信後に、前記基地局から所望のデータフレームを受信し、受信完了
後にＡＣＫフレームを返送することを特徴とする請求の範囲第２０項に記載の無線端末。
【請求項２６】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）を実現可能な基地局において、
　パケットの衝突を回避するために送信禁止状態となっている無線端末に対してＲＴＳフ
レームを送信し、その後、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった無線端末から再
送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを受信した場合、
　前記ＲＴＲフレームに対する応答としてＲＴＳフレームを送信し、前記ＲＴＲフレーム
送信元の無線端末からＣＴＳフレームを受信後、前記送信禁止状態で送信することができ
なかった前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信することを特
徴とする基地局。
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【請求項２７】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）を実現可能な基地局において、
　パケットの衝突を回避するために送信禁止状態となっている無線端末に対してＲＴＳフ
レームを送信し、その後、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった無線端末から再
送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを受信した場合、
　前記ＲＴＲフレームに対する応答として、前記送信禁止状態で送信することができなか
った前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信することを特徴と
する基地局。
【請求項２８】
前記送信禁止状態となっている無線端末宛てのデータを一時的に保存するためのバッファ
手段、
　を備えることを特徴とする請求の範囲第２６項に記載の基地局。
【請求項２９】
前記送信禁止状態となっている無線端末宛てのデータを一時的に保存するためのバッファ
手段、
　を備えることを特徴とする請求の範囲第２７項に記載の基地局。
【請求項３０】
ＣＴＳフレームが得られないことによるＲＴＳフレームの再送回数が、予め規定しておい
た所定回数に達した時点で、前記無線端末宛てのデータを保存することを特徴とする請求
の範囲第２８項に記載の基地局。
【請求項３１】
ＣＴＳフレームが得られないことによるＲＴＳフレームの再送回数が、予め規定しておい
た所定回数に達した時点で、前記無線端末宛てのデータを保存することを特徴とする請求
の範囲第２９項に記載の基地局。
【請求項３２】
ＲＴＳフレームを送信したにもかかわらず、送信先の無線端末が送信禁止状態でＣＴＳフ
レームを受信できない場合、他の無線端末に対して送信すべきデータがあれば、前記送信
禁止状態となっている無線端末との通信よりも前記他の無線端末との通信を優先的に実行
することを特徴とする請求の範囲第２６項に記載の基地局。
【請求項３３】
ＲＴＳフレームを送信したにもかかわらず、送信先の無線端末が送信禁止状態でＣＴＳフ
レームを受信できない場合、他の無線端末に対して送信すべきデータがあれば、前記送信
禁止状態となっている無線端末との通信よりも前記他の無線端末との通信を優先的に実行
することを特徴とする請求の範囲第２７項に記載の基地局。
【請求項３４】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）を使用していない基地局において、
　前記ＲＴＳ／ＣＴＳを採用する基地局の影響で送信禁止状態となっている無線端末に対
してデータフレームを送信し、その後、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった無
線端末から再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを受信
した場合、
　前記ＲＴＲフレームに対する応答として、前記送信禁止状態で送信することができなか
った前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末宛てのデータフレームを送信することを特徴と
する基地局。
【請求項３５】
前記送信禁止状態となっている無線端末宛てのデータを一時的に保存するためのバッファ
手段、
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　を備えることを特徴とする請求の範囲第３４項に記載の基地局。
【請求項３６】
ＡＣＫフレームが得られないことによるデータフレームの再送回数が、予め規定しておい
た所定回数に達した時点で、前記無線端末宛てのデータを保存することを特徴とする請求
の範囲第３５項に記載の基地局。
【請求項３７】
データフレームを送信したにもかかわらず、送信先の無線端末が送信禁止状態でＡＣＫフ
レームを受信できない場合、他の無線端末に対して送信すべきデータがあれば、前記送信
禁止状態となっている無線端末との通信よりも前記他の無線端末との通信を優先的に実行
することを特徴とする請求の範囲第３４項に記載の基地局。
【請求項３８】
ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する
通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
通信方法において、
　パケットの衝突を回避するために、または干渉によって、送信禁止状態となっている基
地局が、その期間に自基地局に属する無線端末からＲＴＳフレームを受信した場合、送信
禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　
Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信する再送要求ステップと、
　前記ＲＴＲフレームを受信した前記ＲＴＳフレーム送信元の無線端末と前記ＲＴＲフレ
ーム送信元の基地局が、所定のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【請求項３９】
前記送信禁止状態となっている基地局に属する無線端末が、当該基地局宛てのデータを一
時的に保存しておくデータ保存ステップ、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第３８項に記載の通信方法。
【請求項４０】
前記データ保存ステップでは、前記ＲＴＳフレームの再送回数が予め規定しておいた所定
回数に達した時点で、前記基地局宛てのデータを保存することを特徴とする請求の範囲第
３９項に記載の通信方法。
【請求項４１】
前記無線端末は、ＲＴＳフレームを送信したにもかかわらず、送信先の基地局が送信禁止
状態でＣＴＳフレームを受信できない場合、他の基地局または他の無線端末に対して送信
すべきデータがあれば、前記送信禁止状態となっている基地局との通信よりも前記他の基
地局または他の無線端末との通信を優先的に実行し、
　前記送信禁止状態となっている基地局は、前記他の基地局または他の無線端末のチャネ
ル使用期間に応じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲第３８項
に記載の通信方法。
【請求項４２】
前記再送ステップでは、送信禁止状態となっている基地局が、その期間に複数の他の基地
局または無線端末からＲＴＳフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能
状態となった時点で、優先度の高い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要
求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴と
する請求の範囲第３８項に記載の通信方法。
【請求項４３】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
基地局において、
　パケットの衝突を回避するために、または干渉によって、送信禁止状態となっている期
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間に、自基地局に属する無線端末からＲＴＳフレームを受信した場合、送信禁止状態が解
除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃ
ｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする基地局。
【請求項４４】
前記送信禁止状態となっている期間に、複数の他の基地局または無線端末からＲＴＳフレ
ームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、優先度の高
い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔ
ｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする請求の範囲第４３項に記載の
基地局。
【請求項４５】
ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する
通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
基地局と前記ＲＴＳ／ＣＴＳを使用していない基地局とが共存する通信システムにおける
通信方法において、
　パケットの衝突を回避するために、または干渉によって、送信禁止状態となっている基
地局が、その期間に自基地局に属する無線端末からデータフレームを受信した場合、送信
禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　
Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信する再送要求ステップと、
　前記ＲＴＲフレームを受信した前記データフレーム送信元の無線端末と前記ＲＴＲフレ
ーム送信元の基地局が、所定のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【請求項４６】
前記送信禁止状態となっている基地局に属する無線端末が、当該基地局宛てのデータを一
時的に保存しておくデータ保存ステップ、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第４５項に記載の通信方法。
【請求項４７】
前記データ保存ステップでは、前記データフレームの再送回数が予め規定しておいた所定
回数に達した時点で、前記基地局宛てのデータを保存することを特徴とする請求の範囲第
４６項に記載の通信方法。
【請求項４８】
前記無線端末は、データフレームを送信したにもかかわらず、送信先の基地局が送信禁止
状態でＡＣＫフレームを受信できない場合、他の基地局または他の無線端末に対して送信
すべきデータがあれば、前記送信禁止状態となっている基地局との通信よりも前記他の基
地局または他の無線端末との通信を優先的に実行し、
　前記送信禁止状態となっている基地局は、前記他の基地局または他の無線端末のチャネ
ル使用期間に応じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲第４５項
に記載の通信方法。
【請求項４９】
前記再送ステップでは、送信禁止状態となっている基地局が、その期間に複数の他の基地
局または無線端末からデータフレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能
状態となった時点で、優先度の高い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要
求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴と
する請求の範囲第４５項に記載の通信方法。
【請求項５０】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）を使用していない基地局において、
　前記ＲＴＳ／ＣＴＳを再送する他の基地局または端末装置の影響で送信禁止状態となっ
ている期間に、自基地局に属する無線端末からデータフレームを受信した場合、送信禁止
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状態が解除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ
　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする基地局。
【請求項５１】
前記送信禁止状態となっている期間に、複数の他の基地局または無線端末からデータフレ
ームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、優先度の高
い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔ
ｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする請求の範囲第５０項に記載の
基地局。
【請求項５２】
ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する
通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
通信方法において、
　パケットの衝突を回避するために、または干渉によって、送信禁止状態となっている第
１の基地局が、その期間に第２の基地局から基地局通信用フレームを受信した場合、送信
禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　
Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信する再送要求ステップと、
　前記ＲＴＲフレームを受信した第２の基地局と前記ＲＴＲフレーム送信元の第１の基地
局が、所定のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【請求項５３】
前記第２の基地局が、前記送信禁止状態となっている第１の基地局宛てのデータを一時的
に保存しておくデータ保存ステップ、
　を含むことを特徴とする請求の範囲第５２項に記載の通信方法。
【請求項５４】
前記データ保存ステップでは、前記基地局通信用フレームの再送回数が予め規定しておい
た所定回数に達した時点で、前記送信禁止状態となっている第１の基地局宛てのデータを
保存することを特徴とする請求の範囲第５３項に記載の通信方法。
【請求項５５】
前記第２の基地局は、基地局通信用フレームを送信したにもかかわらず、送信先の第１の
基地局が送信禁止状態で応答フレームを受信できない場合、前記第１の基地局以外の第３
の基地局または無線端末に対して送信すべきデータがあれば、前記送信禁止状態となって
いる第１の基地局との通信よりも前記第３の基地局または無線端末との通信を優先的に実
行し、
　前記送信禁止状態となっている第１の基地局は、前記第３の基地局または無線端末のチ
ャネル使用期間に応じて送信禁止期間を延長可能とすることを特徴とする請求の範囲第５
２項に記載の通信方法。
【請求項５６】
ランダムアクセス技術の一つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用し、かつＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／Ｃ
ＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ端末によるパケットの衝突を回避可能な
基地局において、
　パケットの衝突を回避するために、または干渉によって、送信禁止状態となっている期
間に、他の基地局から基地局通信用フレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送
信可能状態となった時点で、再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ
）フレームを送信することを特徴とする基地局。
【請求項５７】
前記送信禁止状態となっている期間に、複数の他の基地局または無線端末から基地局通信
用フレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、優先
度の高い順に再送処理のスケジューリングを行い、順に再送要求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓ
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ｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信することを特徴とする請求の範囲第５６項に
記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　この発明は、ランダムアクセス技術の１つであるＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓ
ｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用するディジタル無線通信システムにおける
通信方法に関するものであり、特に、隠れ端末の影響による無線パケットの衝突を回避可
能な通信方法に関するものである。
【背景技術】
　以下、従来の通信方法について説明する。ランダムアクセス技術の１つであるＣＳＭＡ
は、たとえば、無線パケット通信等を行う通信システムにて採用されている。上記ＣＳＭ
Ａにおいては、システムを構成する複数の無線端末が、無線パケット送信に先立ち無線チ
ャネルをキャリアセンスする。そして、チャネル使用中（チャネルビジー）を認識した場
合は無線パケットの送信を控え、その後、チャネル未使用（チャネルアイドル）を認識し
た段階で無線パケットを送信する。
　しかしながら、上記通信システムにおいては、無線端末間が互いに電波が届かないほど
の距離を隔てて存在する場合や、無線端末間に電波を遮断する障害物が存在する場合など
のように、他の無線端末の送信信号を直接受信できない状況がある。このように、同一通
信システムを構成しているにもかかわらずその存在を認識できない無線端末を、「隠れ端
末」と呼ぶ。隠れ端末に相当する無線端末間では、キャリアセンスが有効に機能しないた
め、一方が無線パケットを送信中に他方が無線パケットの送信を開始してしまう場合が発
生し、このような場合には、たとえば、両無線端末の中間位置に存在する無線基地局で無
線パケットの衝突が発生し、正常な通信ができなくなる。
　下記非特許文献１においては、ＣＳＭＡ／ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ）を用
いたＤＣＦ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）
のＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／ＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）
により、上記隠れ端末問題を改善する。
　ここで、上記ＣＳＭＡを採用する無線ＬＡＮシステムにおける、基地局（ＡＰ）と無線
端末（ＳＴＡ）との間の通信方法について説明する。なお、ここでは、ＳＴＡ（１）がＡ
Ｐ（１）に属し、ＳＴＡ（２）がＡＰ（２）に属した状態で、通信を行う場合を想定する
。また、上記ＳＴＡ（２）はＳＴＡ（１）の通信範囲に存在し、ＳＴＡ（１）はＳＴＡ（
２）の干渉範囲に存在する。また、このシステムで用いるＲＴＳおよびＣＴＳのパケット
フォーマットは、ＲＴＳとＣＴＳのパケットを区別するためのパケットタイプフィールド
と、宛先アドレスフィールドと、送信元アドレスフィールド（ＣＴＳなし）と、送信無線
パケットによるチャネル使用期間フィールドと、パケットのビット誤りをチェックするた
めの誤りチェックフィールドと、を含んでいる。
　まず、ＡＰ（１）がＳＴＡ（１）に対してコントロールフレームであるＲＴＳフレーム
を送信する。つぎに、ＳＴＡ（１）がＡＰ（１）に対してＣＴＳフレームを送信する。そ
れぞれのフレームには、ＮＡＶ（Ｎｅｔ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）と呼ば
れる仮想キャリアセンス情報が含まれており、たとえば、宛先アドレスに対応する無線端
末との通信におけるチャネル使用期限が示されている。したがって、宛先アドレス以外の
無線端末はＮＡＶに明記された時刻まで（時間期間）送信禁止状態となる。すなわち、こ
こでは、ＳＴＡ（２）が送信禁止状態となる。
　つぎに、ＣＴＳフレームを受信したＡＰ（１）が、ＳＴＡ（１）に対してＤＡＴＡフレ
ームを送信する。そして、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ（１）が、ＡＰ（１
）に対してＡＣＫフレームを返送する。
　一方、ＳＴＡ（１）からＣＴＳフレームを受け取ったＳＴＡ（２）は、ＮＡＶにより送
信禁止状態となっているため、ＡＰ（２）からＲＴＳフレームを受信した場合であっても
、ＣＴＳフレームを返送できない。ＡＰ（２）では、ＣＴＳフレームが返送されないので
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、送信禁止状態が解除されるまでＲＴＳフレームを再送する。なお、再送回数が予め設定
された上限に達した場合にはＡＰ（２）がフレームを破棄することとしてもよい。
　つぎに、チャネル使用期限に達して上記送信禁止状態が解除された状態で、ＡＰ（２）
がＳＴＡ（２）に対してＲＴＳフレームを再送すると、ＳＴＡ（２）は、ＣＴＳフレーム
をＡＰ（２）に対して送信する。そして、ＣＴＳフレームを受信したＡＰ（２）が、ＳＴ
Ａ（２）に対してＤＡＴＡフレームを送信し、受信完了後、ＳＴＡ（２）がＡＰ（２）に
対してＡＣＫフレームを返送する。
　このように、上記従来の無線ＬＡＮシステムにおいては、同一周波数で動作する複数の
基地局にそれぞれ複数の無線端末が接続され、かつ別々の基地局に接続する無線端末同士
が干渉することによって隠れ端末が存在する場合、ＲＴＳ／ＣＴＳによりパケットの衝突
を回避できる。
【非特許文献１】　無線ＬＡＮ標準化規格ＩＥＥＥ８０２．１１
　しかしながら、上記従来の通信方法においては、たとえば、ＳＴＡ（２）が、他の同一
周波数で動作するＡＰ（１）に接続されたＳＴＡ（１）のＮＡＶにより送信禁止状態とな
る。そのため、送信禁止状態のときは、ＡＰ（１）からのＤＡＴＡフレームを受信できて
も、ＡＣＫフレームを送信することができなくなり、スループットが極端に低下する、と
いう問題があった。
　また、上記スループットの低下を回避する方法としては、たとえば、複数の基地局を同
期させダウンリンクとアップリンクとを時間的に制御する方法や、基地局間の距離を調節
する方法があるが、これらの方法では、複数の事業者あるいは個人が基地局をランダムに
設置できない、という問題があった。
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、基地局間の同期制御および基地局間の
距離調整を行うことなく、スループットの低下を回避可能な通信方法を得ることを目的と
する。
【発明の開示】
　本発明にかかる通信方法にあっては、ＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を採用する通信システムにおいて実現可能で、かつＲＴＳ（
Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）／ＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）により隠れ
端末によるパケットの衝突を回避可能な通信方法において、パケットの衝突を回避するた
めに送信禁止状態となっている無線端末が、その期間に自端末が属する基地局からＲＴＳ
フレームを受信した場合、送信禁止状態が解除され送信可能状態となった時点で、再送要
求（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅ）フレームを送信する再送要求ステ
ップと、前記ＲＴＲフレームを受信した基地局と前記ＲＴＲフレーム送信元の無線端末が
、所定のデータフレームの送信処理を実行する再送ステップと、を含むことを特徴とする
。
　この発明によれば、特定の無線端末が、基地局からのアクセスがあったにもかかわらず
、隠れ端末の影響で送信禁止状態となっている場合、送信可能状態に移行した時点で、受
信できなかったデータフレームを再送してもらうためのＲＴＲフレームを送信し、基地局
に過去のデータフレームを再送させることとした。
【図面の簡単な説明】
　第１図は、本発明にかかる通信方法を実現可能な通信システムの構成を示す図であり、
第２図は、送信要求フレーム（ＲＴＲ）のフォーマットを示す図であり、第３図は、ＲＴ
Ｓのフレームフォーマットを示す図であり、第４図は、ＣＴＳのフレームフォーマットを
示す図であり、第５図は、実施の形態１の通信方法を示す図であり、第６図は、実施の形
態２の通信方法を示す図であり、第７図は、本発明にかかる通信方法を実現可能な通信シ
ステムの構成を示す図であり、第８図は、実施の形態３の通信方法を示す図であり、第９
図は、実施の形態４の通信方法を示す図であり、第１０図は、本発明にかかる通信方法を
実現可能な通信システムの構成を示す図であり、第１１図は、実施の形態５の通信方法を
示す図であり、第１２図は、本発明にかかる通信方法を実現可能な通信システムの構成を
示す図であり、第１３図は、実施の形態６の通信方法を示す図である。
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【発明を実施するための最良の形態】
　以下に、本発明にかかる通信方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお
、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
実施の形態１．
　第１図は、本発明にかかる通信方法を実現可能な通信システムの構成を示す図であり、
基地局（ＡＰ）と無線端末（ＳＴＡ）の通信状況を表している。この通信システムでは、
ＳＴＡ３がＡＰ１に属し、ＳＴＡ４およびＳＴＡ５がＡＰ２に属した状態で、パケット通
信を行う場合を想定する。また、上記ＳＴＡ４はＳＴＡ３の通信範囲に存在し、ＳＴＡ３
はＳＴＡ４の干渉範囲に存在する。
　また、第２図は、本実施の形態の送信要求フレーム（ＲＴＲ：Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　
Ｒｅｃｅｉｖｅ）のフォーマットを示す図である。このＲＴＲフレームは、パケット（Ｒ
ＴＲ，ＲＴＳ，ＣＴＳ）を区別するためのパケットタイプフィールドと、宛先アドレスフ
ィールドと、送信元アドレスフィールドと、無線パケットによるチャネルの使用期間を示
すチャネル使用期間フィールドと、パケットのビット誤りをチェックするための演算結果
を付加した誤りチェックフィールドと、を含んでいる。また、第３図は、従来と同様のＲ
ＴＳのフレームフォーマットを示す図であり、第４図は、従来と同様のＣＴＳのフレーム
フォーマットを示す図である。このＲＴＳフレームおよびＣＴＳフレームは、パケットを
区別するためのパケットタイプフィールドと、宛先アドレスフィールドと、送信元アドレ
スフィールド（ＣＴＳなし）と、無線パケットによるチャネルの使用期間を示すチャネル
使用期間フィールドと、パケットのビット誤りをチェックするための演算結果を付加した
誤りチェックフィールドと、を含んでいる。なお、ＩＥＥＥ８０２．１１の詳細なフィー
ルドや、変復調方式等に依存する各無線パケットに共通に付加されるフィールドについて
は省略する。
　ここで、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第５図は、本実
施の形態の通信方法を示す図である。ここでは、一例として、ＩＥＥＥ８０２．１１に基
づく無線ＬＡＮシステムにおける、基地局（ＡＰ）と無線端末（ＳＴＡ）との間の通信方
法について説明する。なお、図示の縦軸を時間軸とし、また、矢印はＡＰからＳＴＡへの
フレームあるいはＳＴＡからＡＰへのフレームを表している。
　まず、ＡＰ１がＳＴＡ３に対してＩＥＥＥ８０２．１１のコントロールフレームである
ＲＴＳフレームを送信する（第５図、ステップＳ１）。つぎに、ＳＴＡ３がＡＰ１に対し
てＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ２）。それぞれのフレームには、ＮＡＶと呼ば
れる仮想キャリアセンス情報が含まれており、たとえば、宛先アドレスに対応する無線端
末との通信におけるチャネル使用期間が示されている。したがって、宛先アドレス以外の
無線端末はＮＡＶに明記された時刻まで送信禁止状態となる。すなわち、ここでは、ＳＴ
Ａ４が、ＳＴＡ３の通信範囲に存在することから、送信禁止状態となる（ステップＳ３）
。
　つぎに、ＣＴＳフレームを受信したＡＰ１が、ＳＴＡ３に対してＤＡＴＡフレームを送
信する（ステップＳ４）。そして、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ３が、ＡＰ
１に対してＡＣＫフレームを返送する（ステップＳ５）。ＩＥＥＥ８０２．１１では、隠
れ端末問題を解決する方法としてＲＴＳ／ＣＴＳが用いられている。
　一方、ステップＳ２の処理でＳＴＡ３からＣＴＳフレームを受け取ったＳＴＡ４は、Ｎ
ＡＶにより送信禁止状態となっているため（ステップＳ３）、たとえば、図示のように、
ＡＰ２からＲＴＳフレームを受信した場合であっても（ステップＳ６）、ＣＴＳフレーム
を返送できない（ステップＳ７）。そして、ＡＰ２では、所定時間が経過してもＣＴＳフ
レームが返送されてこないので、ＲＴＳフレームを再送する（ステップＳ８）。ＳＴＡ４
では、送信禁止状態が継続中であるため、前回同様ＣＴＳフレームを返送できない（ステ
ップＳ９）。
　つぎに、本実施の形態では、再送回数が２回になった段階で、ＡＰ２がＳＴＡ４に対す
るＤＡＴＡフレームを、たとえば、所定のバッファに一時的に保存する（ステップＳ１０
）。そして、他のＳＴＡに対するＤＡＴＡがあれば、他のＳＴＡとの通信を優先する。こ
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こでは、図示のとおり、ＳＴＡ５との通信を優先し、ＡＰ２がＳＴＡ５に対してＲＴＳフ
レームを送信する（ステップＳ１１）。一方で、ＳＴＡ４は、ステップＳ１１のＲＴＳフ
レームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、チャネル使用期間がステップＳ２のＣＴ
Ｓフレームが示す時刻よりも先の場合、送信禁止期間を延長する（ステップＳ１２）。な
お、本実施の形態では、一例として再送回数が２回の場合について記載したが、再送回数
はこれに限らない。
　つぎに、ステップＳ１１の処理でＲＴＳフレームを受信したＳＴＡ５は、ＡＰ２に対し
てＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ１３）。そして、ＣＴＳフレームを受信したＡ
Ｐ２がＳＴＡ５に対してＤＡＴＡフレームを送信し（ステップＳ１４）、一方で、ＳＴＡ
４がＳＴＡ５宛てのＤＡＴＡフレーム内のＮＡＶに基づいて送信禁止期間を延長する（ス
テップＳ１５）。その後、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ５が、ＡＰ２に対し
てＡＣＫフレームを返送し（ステップＳ１６）、この時点で、ステップＳ１５で更新され
たＳＴＡ４の送信禁止状態が解除され、送信可能状態となる。
　つぎに、送信可能状態となったＳＴＡ４では、過去にＡＰ２からＲＴＳフレーム（ステ
ップＳ６、ステップＳ８）を受信したにもかかわらず、隠れ端末の影響でＣＴＳフレーム
を送信できなかったため、ＲＴＳフレームを再送してもらうためのＲＴＲフレームをＡＰ
２に対して送信する（ステップＳ１７）。一方で、ＳＴＡ３は、ステップＳ１７のＲＴＲ
フレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴＡ４からのＣＴＳフレームの受信
終了時刻まで、送信禁止状態となる（ステップＳ１８）。
　つぎに、ステップＳ１７の処理でＲＴＲフレームを受信したＡＰ２では、その応答とし
てＳＴＡ４に対してＲＴＳフレームを送信する（ステップＳ１９）。一方で、ＳＴＡ５は
、ステップＳ１９のＲＴＳフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴＡ４の
受信処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ２０）。
　つぎに、ステップＳ１９の処理でＲＴＳフレームを受信したＳＴＡ４では、ＡＰ２に対
してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ２１）。一方で、ＳＴＡ３がＡＰ２宛てのＣ
ＴＳフレーム内のＮＡＶに基づいて送信禁止期間を延長する（ステップＳ２２）。
　つぎに、ステップＳ２１の処理でＣＴＳフレームを受信したＡＰ２では、ステップＳ１
０の処理で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＳＴＡ４に対し
て送信する（ステップＳ２３）。そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳ
ＴＡ４が、ＡＰ２に対してＡＣＫフレームを返送し（ステップＳ２４）、この時点で、Ｓ
ＴＡ３およびＳＴＡ５の送信禁止状態が解除され、送信可能状態となる。
　なお、本実施の形態では、同一周波数で動作する基地局に接続する無線端末によって隠
れ端末が発生する場合について説明したが、これに限らず、たとえば、同一周波数で動作
する基地局が干渉範囲内で動作するために無線端末が送信処理を行えない場合においても
、同様の手順を適用できる。また、キャリアセンスにより接続する基地局からフレームを
受信したが、受信直後に送信処理が不可能になった場合であっても、無線端末が送信可能
状態になった時点でＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。
　また、隠れ端末対策用のＲＴＳ／ＣＴＳ手順を行わないシーケンスにおいても、ＲＴＲ
フレームを送信することによって同様の手順が適用できる。この場合は、ステップＳ６～
Ｓ９の処理がＤＡＴＡフレームの再送処理に置き換えられ、そして、ＲＴＲフレームを送
信後、ステップＳ２３（ＤＡＴＡフレーム）およびステップＳ２４（ＡＣＫフレーム）だ
けの手順となる。また、無線端末からの上りトラフィックだけではなく、基地局からの下
りトラフィックにも同様の手順が適用できる。また、通信システムの構成については、基
地局が特定の無線端末をなりえるものとし、無線端末が基地局となりえるものとする。ま
た、本実施の形態では、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づいたアクセス方式について説明したが、さ
らに、ポーリング制御に基づくアクセス方式においてもＲＴＲフレーム内でポーリング時
間を予約し、受信フレームの配送予約を行うことによって同様の手順を適用できる。
　このように、本実施の形態においては、特定の無線端末が、基地局からのアクセスがあ
ったにもかかわらず、隠れ端末の影響で送信禁止状態となっている場合、送信可能状態に
移行した時点で、受信できなかったＤＡＴＡフレームを再送してもらうための送信要求フ
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レームを送信し、基地局に過去のＤＡＴＡフレームを再送させることとした。これにより
、基地局からのダウンリンクのパケットを効率的に受信することができるようになるので
、基地局間のダウンリンク／アップリンクの同期を確立することなく、極端なスループッ
トの低下を回避することができる。また、ＩＥＥＥ８０２．１１と親和性があるので、従
来のＷＬＡＮカードが利用できる。
実施の形態２．
　以下、実施の形態２の通信方法について説明する。なお、通信システムの構成について
は、先に説明した実施の形態１の第１図と同様であるため、同一の符号を付してその説明
を省略する。また、本実施の形態で用いる各フレームフォーマットについても、先に説明
した実施の形態１の第２図、第３図および第４図と同様である。
　つづいて、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第６図は、実
施の形態２の通信方法を示す図である。ここでは、実施の形態１と異なる動作についての
み説明する。
　ステップＳ１６の処理によって送信可能状態となったＳＴＡ４では、過去にＡＰ２から
ＲＴＳフレーム（ステップＳ６、ステップＳ８）を受信したにもかかわらず、隠れ端末の
影響でＣＴＳフレームを送信できなかったため、ＲＴＳフレームを再送してもらうための
ＲＴＲフレームをＡＰ２に対して送信する（ステップＳ１７）。一方で、ＳＴＡ３は、ス
テップＳ１７のＲＴＲフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴＡ４の受信
処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ３１）。
　つぎに、ステップＳ１７の処理でＲＴＲフレームを受信したＡＰ２では、ステップＳ１
０の処理で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＳＴＡ４に対し
て送信する（ステップＳ２３）。一方で、ＳＴＡ５は、ステップＳ２３のＤＡＴＡフレー
ムに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴＡ４の受信処理が完了するまで、送信禁
止状態となる（ステップＳ２０）。
　そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ４が、ＡＰ２に対してＡＣ
Ｋフレームを返送し（ステップＳ２４）、この時点で、ＳＴＡ３およびＳＴＡ５の送信禁
止状態が解除され、送信可能状態となる。
　このように、本実施の形態においては、基地局が送信要求フレームを受信した場合に、
実施の形態１で実行していたＲＴＳ／ＣＴＳ手順を省略することとした。これにより、Ｒ
ＴＳ／ＣＴＳ手順によって帯域を占有されることがなくなるので、さらにスループットの
低下を軽減することができる。
実施の形態３．
　以下、実施の形態３の通信方法について説明する。第７図は、本発明にかかる通信方法
を実現可能な通信システムの構成を示す図であり、ＡＰとＳＴＡの通信状況、および同一
周波数を利用するＡＰの通信状況を表している。この通信システムでは、ＳＴＡ３がＡＰ
１に属し、ＳＴＡ４およびＳＴＡ５がＡＰ２に属した状態で、パケット通信を行う場合を
想定する。また、上記ＡＰ２はＳＴＡ３の通信範囲に存在し、ＳＴＡ３はＡＰ２の干渉範
囲に存在する。なお、本実施の形態で用いる各フレームフォーマットについては、先に説
明した実施の形態１の第２図、第３図および第４図と同様である。
　つづいて、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第８図は、実
施の形態３の通信方法を示す図である。ここでは、一例として、ＩＥＥＥ８０２．１１に
基づく無線ＬＡＮシステムにおける、ＡＰとＳＴＡとの間の通信方法について説明する。
なお、図示の縦軸を時間軸とし、また、矢印はＡＰからＳＴＡへのフレームあるいはＳＴ
ＡからＡＰへのフレームを表している。
　まず、ＡＰ１がＳＴＡ３に対してＩＥＥＥ８０２．１１のコントロールフレームである
ＲＴＳフレームを送信する（第８図，ステップＳ４１）。つぎに、ＳＴＡ３がＡＰ１に対
してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ４２）。それぞれのフレームには、ＮＡＶと
呼ばれる仮想キャリアセンス情報が含まれているので、宛先アドレス以外の無線端末はＮ
ＡＶに明記された時刻まで送信禁止状態となる。すなわち、ここでは、ＡＰ２が、ＳＴＡ
３の通信範囲に存在することから、送信禁止状態となる（ステップＳ４３）。
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　つぎに、ＣＴＳフレームを受信したＡＰ１が、ＳＴＡ３に対してＤＡＴＡフレームを送
信する（ステップＳ４４）。そして、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ３が、Ａ
Ｐ１に対してＡＣＫフレームを返送する（ステップＳ４５）。ＩＥＥＥ８０２．１１では
、隠れ端末問題あるいは干渉問題を解決する方法としてＲＴＳ／ＣＴＳが用いられている
。
　一方、ステップＳ４２の処理でＳＴＡ３からＣＴＳフレームを受け取ったＡＰ２は、Ｎ
ＡＶにより送信禁止状態となっているため（ステップＳ４３）、たとえば、図示のように
、ＳＴＡ４からＲＴＳフレームを受信した場合であっても（ステップＳ４６）、ＣＴＳフ
レームを返送できない（ステップＳ７）。そして、ＳＴＡ４では、所定時間が経過しても
ＣＴＳフレームが返送されてこないので、ＲＴＳフレームを再送する（ステップＳ４８）
。ＡＰ２では、送信禁止状態が継続中であるため、前回同様ＣＴＳフレームを返送できな
い（ステップＳ４９）。
　つぎに、本実施の形態では、再送回数が２回になった段階で、ＳＴＡ４がＡＰ２に対す
るＤＡＴＡフレームを、たとえば、所定のバッファに一時的に保存する（ステップＳ５０
）。なお、本実施の形態では、一例として、再送回数が２回の場合について記載したが、
再送回数はこれに限らない。また、他の無線端末あるいは基地局に対するＤＡＴＡがあれ
ば、他の無線端末あるいは基地局との通信を優先してもよい。
　つぎに、ステップＳ４３の送信禁止状態が解除された後、送信可能状態となったＡＰ２
では、過去にＳＴＡ４からＲＴＳフレーム（ステップＳ４６、ステップＳ４８）を受信し
たにもかかわらず、ＣＴＳフレームを送信できなかったため、ＲＴＳフレームを再送して
もらうためのＲＴＲフレームをＳＴＡ４に対して送信する（ステップＳ５１）。一方で、
ＳＴＡ３は、ステップＳ５１のＲＴＲフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、
ＡＰ２からのＣＴＳフレームの受信終了時刻まで、送信禁止状態となる（ステップＳ５２
）。
　つぎに、ステップＳ５１の処理でＲＴＲフレームを受信したＳＴＡ４では、その応答と
してＡＰ２に対してＲＴＳフレームを送信する（ステップＳ５３）。一方で、ＳＴＡ５は
、ステップＳ５３のＲＴＳフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴＡ４の
受信処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ５４）。
　つぎに、ステップＳ５３の処理でＲＴＳフレームを受信したＡＰ２では、ＳＴＡ４に対
してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ５５）。一方で、ＳＴＡ３が、ＳＴＡ４宛て
のＣＴＳフレーム内のＮＡＶに基づいて、必要に応じて送信禁止期間を延長する（ステッ
プＳ５６）。
　つぎに、ステップＳ５５の処理でＣＴＳフレームを受信したＳＴＡ４では、ステップＳ
５０の処理で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＡＰ２に対し
て送信する（ステップＳ５７）。そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＡ
Ｐ２が、ＳＴＡ４に対してＡＣＫフレームを返送し（ステップＳ５８）、この時点で、Ｓ
ＴＡ３およびＳＴＡ５の送信禁止状態が解除され、送信可能状態となる。
　なお、本実施の形態では、同一周波数で動作する基地局に隣接する無線端末によって隠
れ端末が発生する場合について説明したが、これに限らず、たとえば、同一周波数で動作
する基地局が干渉範囲内で動作するために無線端末が送信処理を行えない場合においても
、同様の手順を適用できる。また、キャリアセンスにより接続する無線端末からフレーム
を受信したが、受信直後に送信処理が不可能になった場合であっても、基地局が送信可能
状態になった時点でＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。
　また、隠れ端末および干渉問題対策用のＲＴＳ／ＣＴＳ手順を行わないシーケンスにお
いても、ＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。この場合は、
ステップＳ４６～Ｓ４９の処理がＤＡＴＡフレームの再送処理に置き換えられ、そして、
ＲＴＲフレームを送信後、ステップＳ５７（ＤＡＴＡフレーム）およびステップＳ５８（
ＡＣＫフレーム）だけの手順となる。また、本実施の形態では、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づい
たアクセス方式について説明したが、さらに、ポーリング制御に基づくアクセス方式にお
いてもＲＴＲフレーム内でポーリング時間を予約し、受信フレームの配送予約を行うこと
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によって同様の手順を適用できる。この場合は、配送予約を行うフィールドをＲＴＲフレ
ームに追加することで対応できる。また、通信システムの構成については、先に説明した
実施の形態１および２において、基地局が特定の無線端末をなりえるものとし、無線端末
が基地局となりえるものとする。
　このように、本実施の形態においては、特定の基地局が、無線端末からのアクセスがあ
ったにもかかわらず、隠れ端末あるいは干渉の影響で送信禁止状態となっている場合、送
信可能状態に移行した時点で、受信できなかったＤＡＴＡフレームを再送してもらうため
の送信要求フレームを送信し、無線端末に過去のＤＡＴＡフレームを再送させることとし
た。これにより、無線端末からのアップリンクのパケットを効率的に受信することができ
るようになる。
実施の形態４．
　以下、実施の形態４の通信方法について説明する。なお、通信システムの構成について
は、先に説明した実施の形態３の第７図と同様であるため、同一の符号を付して説明を省
略する。また、本実施の形態で用いる各フレームフォーマットについても、先に説明した
実施の形態１の第２図、第３図および第４図と同様である。
　つづいて、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第９図は、実
施の形態４の通信方法を示す図である。ここでは、実施の形態３と異なる動作についての
み説明する。
　ステップＳ４３の送信禁止状態が解除された後、送信可能状態となったＡＰ２では、過
去にＳＴＡ４からＲＴＳフレーム（ステップＳ４６、ステップＳ４８）を受信したにもか
かわらず、ＣＴＳフレームを送信できなかったため、ＲＴＳフレームを再送してもらうた
めのＲＴＲフレームをＳＴＡ４に対して送信する（ステップＳ５１）。一方で、ＳＴＡ３
は、ステップＳ５１のＲＴＲフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＡＰ２の
受信処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ６１）。
　つぎに、ステップＳ５１の処理でＲＴＲフレームを受信したＳＴＡ４では、ステップＳ
５０で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＡＰ２に対して送信
する（ステップＳ５７）。一方で、ＳＴＡ５は、ステップＳ５７のＤＡＴＡフレームに含
まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＡＰ２の受信処理が完了するまで、送信禁止状態と
なる（ステップＳ６２）。
　そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＡＰ２が、ＳＴＡ４に対してＡＣ
Ｋフレームを返送し（ステップＳ５８）、この時点で、ＳＴＡ３およびＳＴＡ５の送信禁
止状態が解除され、送信可能状態となる。
　このように、本実施の形態において、無線端末が送信要求フレームを受信した場合に、
実施の形態３で実行していたＲＴＳ／ＣＴＳ手順を省略することとした。これにより、Ｒ
ＴＳ／ＣＴＳ手順によって帯域を占有されることがなくなるので、さらにスループットの
低下を軽減することができる。
実施の形態５．
　以下、実施の形態５の通信方式について説明する。第１０図は、本発明にかかる通信方
法を実現可能な通信システムの構成を示す図であり、ＡＰ間の通信状況、およびそれぞれ
のＡＰに属するＳＴＡを示している。ＡＰとＳＴＡの通信方法については、前述した実施
の形態１～４と同様である。なお、本実施の形態では、ＡＰとＳＴＡの関係について説明
するが、ＡＰが特定のＳＴＡの１台でもよいし、また、ＳＴＡがＡＰでもかまわない。さ
らに、ＡＰ間は、他のネットワークによって接続されていてもよし、接続されていなくて
もよい。
　この通信システムでは、基地局が、他の基地局と同一チャネルあるいは干渉を受けるチ
ャネルを使用して通信を行うことを前提とする。具体的には、ＡＰ１がＡＰ２の干渉範囲
に存在し、ＡＰ２がＡＰ６とＡＰ１の干渉範囲に存在し、ＡＰ６がＡＰ２の干渉範囲に存
在する。なお、本実施の形態で用いる各フレームフォーマットについては、先に説明した
実施の形態１の第２図、第３図および第４図と同様である。
　つづいて、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第１１図は、
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実施の形態５の通信方法を示す図である。ここでは、一例として、ＩＥＥＥ８０２．１１
に基づく無線ＬＡＮシステムにおける、ＡＰ間の通信方法について説明する。
　まず、ＳＴＡ３が、ＳＴＡ３がＡＰ１に対してＩＥＥＥ８０２．１１のコントロールフ
レームであるＲＴＳフレームを送信する（第１１図、ステップＳ７１）。つぎに、ＡＰ１
がＳＴＡ３に対してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ７２）。なお、ここでは、Ａ
Ｐ２がＡＰ１の通信範囲に存在することから、ＮＡＶによる通信禁止状態となる（ステッ
プＳ７３）。
　つぎに、ＣＴＳフレームを受信したＳＴＡ３が、ＡＰ１に対してＤＡＴＡフレームを送
信する（ステップＳ７４）。そして、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＡＰ１が、ＳＴ
Ａ３に対してＡＣＫフレームを返送する（ステップＳ７５）。
　一方、ステップＳ７２の処理で、ＡＰ１からＣＴＳフレームを受け取ったＡＰ２は、Ｎ
ＡＶにより送信禁止状態となっているため（ステップＳ７３）、たとえば、図示のように
、ＡＰ６から基地局通信用フレームを受信した場合であっても（ステップＳ７６）、応答
フレームを返送できない（ステップＳ７７）。そして、ＡＰ６では、所定時間が経過して
も応答フレームが返送されてこないので、基地局通信用フレームを再送する（ステップＳ
７８）。ＡＰ２では、送信禁止状態が継続中であるため、前回同様応答フレームを返送で
きない（ステップＳ７９）。
　つぎに、本実施の形態では、再送回数が２回になった段階で、ＡＰ６がＡＰ２に対する
ＤＡＴＡを、たとえば、所定のバッファに一時的に保存する（ステップＳ８０）。そして
、他のＳＴＡあるいはＡＰに対するＤＡＴＡがあれば、他のＳＴＡあるいはＡＰとの通信
を優先する。ここでは、図示のとおり、ＳＴＡ５との通信を優先し、ＡＰ６がＳＴＡ５に
対してＲＴＳフレームを送信する（ステップＳ８１）。一方で、ＡＰ２は、ステップＳ８
１のＲＴＳフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、チャネル使用期間がステッ
プＳ７３のＣＴＳフレームが示す時間よりも先の場合、送信禁止期間を延長する（ステッ
プＳ８２）。なお、本実施の形態では、一例として、再送回数が２回の場合について記載
したが、再送回数はこれに限らない。
　つぎに、ステップＳ８１の処理でＲＴＳフレームを受信したＳＴＡ５は、ＡＰ６に対し
てＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ８３）。そして、ＣＴＳフレームを受信したＡ
Ｐ６が、ＳＴＡ５に対してＤＡＴＡフレームを送信し（ステップＳ８４）、一方で、ＡＰ
２がＳＴＡ５宛てのＤＡＴＡフレーム内のＮＡＶに基づいて、必要に応じて送信禁止状態
を延長する（ステップＳ８５）。その後、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ５が
、ＡＰ６に対してＡＣＫフレームを返送する（ステップＳ８６）。この時点で、ステップ
Ｓ８５で更新されたＡＰ２の送信禁止状態が解除され、送信可能となる。
　つぎに、送信可能状態となったＡＰ２では、過去にＡＰ６から基地局通信用フレーム（
ステップＳ７６、ステップＳ７８）を受信したにもかかわらず、応答フレームを送信でき
なかったため、基地局通信用フレームを再送してもらうためのＲＴＲフレームをＡＰ６に
対して送信する（ステップＳ８７）。一方で、ＡＰ１は、ステップＳ８７のＲＴＲフレー
ムに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＡＰ２からの応答フレームの受信終了時刻ま
で送信禁止状態となる（ステップＳ８８）。なお、本実施の形態では、ＲＴＲフレームに
よって、基地局間通信のためのフレーム送信をすぐに要求しているが、ポーリング方式に
基づく通信システムにおいて受信時間を予約する方法を用いることとしてもよい。
　つぎに、ステップＳ８７の処理でＲＴＲフレームを受信したＡＰ６では、その応答とし
て、ＡＰ２に対して基地局通信用フレームを送信する（ステップＳ８９）。一方で、ＳＴ
Ａ５は、ステップＳ８９の基地局間通信のためのフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、
たとえば、ＡＰ２の受信処理が完了するまで通信禁止状態となる（ステップＳ９０）。そ
して、最後に、基地局間通信用のフレームの受信を完了したＡＰ２が、ＡＰ６に対して応
答フレームを返送し（ステップＳ９１）、この時点で、ＳＴＡ５およびＡＰ１の送信禁止
状態が解除され、送信可能状態となる。
　このように、本実施の形態においては、特定の無線端末（または基地局）が、基地局（
または端末）からのアクセスがあったにもかかわらず、送信禁止状態となっている場合、
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送信可能の状態に移行した時点で、受信できなかったフレーム（ＤＡＴＡ，基地局間通信
のためのフレームを含む）を再送してもらうための送信要求フレームを送信し、基地局に
過去のフレームを再送させることとした。これによりパケットを効率的に受信できるよう
になるので、極端なスループットの低下を回避することができる。
　なお、隠れ端末および干渉問題対策用のＲＴＳ／ＣＴＳ手順を行わないシーケンスにお
いても、ＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。また、本実施
の形態では、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づいたアクセス方式について説明したが、さらに、ポー
リング制御に基づくアクセス方式においてもＲＴＲフレーム内でポーリング時間を予約し
、受信フレームの配送予約を行うことによって、同様の手順を適用できる。この場合は、
配送予約を行うフィールドをＲＴＲフレームに追加することで対応できる。また、ＲＴＲ
フレームと基地局間のＤＡＴＡフレームは、本実施の形態では他のフレームと同一周波数
を使用することとしているが、これに限らず、他の周波数を使用することとしてもよい。
実施の形態６．
　以下、実施の形態６の通信方法について説明する。第１２図は，本発明にかかる通信方
法を実現可能な通信システムの構成を示す図であり、ＡＰとＳＴＡの通信状態を示してい
る。なお、ここでは、ＳＴＡ３がＡＰ１に属し、ＳＴＡ４およびＳＴＡ５がＡＰ２に属し
、通信を行っている。また、第１２図において、ＡＰ１はＳＴＡ３の通信範囲に存在し、
ＡＰ２はＳＴＡ３の干渉範囲内に存在している。また、すべての端末が同一チャネルを使
用することを前提とする。
　つづいて、本実施の形態の通信方法を、図面を用いて具体的に説明する。第１３図は、
実施の形態６の通信方法を示す図である。ここでは、一例として、無線ＬＡＮに対してＱ
ｏＳを適用させるための規格であるＩＥＥＥ８０２．１１ｅに基づく、ＡＰとＳＴＡとの
間の通信方法について説明する。
　まず、ＡＰ１がＳＴＡ３に対してＩＥＥＥ８０２．１１のコントロールフレームである
ＲＴＳフレームを送信する（第１３図，ステップＳ１０１）。つぎに、ＳＴＡ３がＡＰ１
に対してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ１０２）。ここでは、ＡＰ２が、ＳＴＡ
３の通信範囲に存在することから、ＮＡＶによる送信禁止状態となる（ステップＳ１０３
）。
　つぎに、ＣＴＳフレームを受信したＡＰ１が、ＳＴＡ３に対してＤＡＴＡフレームを送
信する（ステップＳ１０４）。そして、ＤＡＴＡフレームの受信を完了したＳＴＡ３が、
ＡＰ１に対してＡＣＫフレームを返送する（ステップＳ１０５）。
　一方、ステップＳ１０２の処理でＳＴＡ３からＣＴＳフレームを受け取ったＡＰ２は、
ＮＡＶにより送信禁止状態となっているため（ステップＳ１０３）、たとえば、図示のよ
うに、ＳＴＡ４からＲＴＳフレームを受信した場合であっても（ステップＳ１０６）、Ｃ
ＴＳフレームを返送できない（ステップ１０７）。そして、ＳＴＡ４では、所定時間が経
過してもＣＴＳフレームが返送されてこないので、ＲＴＳフレームを再送する（ステップ
Ｓ１０８）。ＡＰ２では、送信禁止状態が継続中であるため、前回同様ＣＴＳフレームを
返送できない（ステップＳ１０９）。
　つぎに、本実施の形態では、再送回数が２回になった段階で、ＳＴＡ４がＡＰ２に対す
るＤＡＴＡフレームを、たとえば、所定のバッファに一時的に保存する（ステップＳ１１
０）。なお、本実施の形態では、一例として、再送回数が２回の場合について記載したが
、再送回数はこれに限らない。また、他の無線端末あるいは基地局に対するＤＡＴＡがあ
れば、他の無線端末あるいは基地局との通信を優先してもよい。
　また、ＡＰ２は、上記同様、ＮＡＶにより送信禁止状態となっているため（ステップＳ
１０３）、たとえば、図示のように、ＳＴＡ５からＲＴＳフレームを受信した場合であっ
ても（ステップＳ１１１）、ＣＴＳフレームを返送できない（ステップ１１２）。そして
、ＳＴＡ４では、所定時間が経過してもＣＴＳフレームが返送されてこないので、ＲＴＳ
フレームを再送する（ステップＳ１１３）。ＡＰ２では、送信禁止状態が継続中であるた
め、前回同様ＣＴＳフレームを返送できない（ステップＳ１１４）。
　そして、ＳＴＡ５では、再送回数が２回になった段階で、ＡＰ２に対するＤＡＴＡフレ
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ームを、たとえば、所定のバッファに一時的に保存する（ステップＳ１１５）。
　つぎに、ステップＳ１０３の送信禁止状態が解除された後、送信可能状態となったＡＰ
２では、過去にＳＴＡ４およびＳＴＡ５からＲＴＳフレーム（ステップＳ１０６、ステッ
プＳ１０８、ステップＳ１１１、ステップＳ１１３）を受信したにもかかわらず、ＣＴＳ
フレームを送信できなかったため、ＲＴＳフレームを再送してもらうためのＲＴＲフレー
ムを、まず、ＳＴＡ５に対して送信する（ステップＳ１１６）。一方で、ＳＴＡ３は、ス
テップＳ１１６のＲＴＲフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＡＰ２からの
ＣＴＳフレームの受信終了時刻まで、送信禁止状態となる（ステップＳ１１７）。なお、
本実施の形態では、説明の便宜上、ＳＴＡ５からＡＰ２へ送信するＤＡＴＡフレームを優
先されるべきＤＡＴＡフレームとしているが、これに限らず、ＳＴＡ４からＡＰ２へ送信
するＤＡＴＡフレームの優先順位が高ければ、ステップＳ１１６においてＡＰ２が先にＳ
ＴＡ４へのＲＴＲを送信する。
　つぎに、ステップＳ１１６の処理でＲＴＲフレームを受信したＳＴＡ５では、その応答
としてＡＰ２に対してＲＴＳフレームを送信する（ステップＳ１１８）。一方で、ＳＴＡ
４は、ステップＳ１１８のＲＴＳフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴ
Ａ５の受信処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ１１９）。
　つぎに、ステップＳ１１８の処理でＲＴＳフレームを受信したＡＰ２では、ＳＴＡ５に
対してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ１２０）。一方で、ＳＴＡ３が、ＳＴＡ５
宛てのＣＴＳフレーム内のＮＡＶに基づいて、必要に応じて送信禁止期間を延長する（ス
テップＳ１２１）。
　つぎに、ステップＳ１２０の処理でＣＴＳフレームを受信したＳＴＡ５では、ステップ
Ｓ１１５の処理で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＡＰ２に
対して送信する（ステップＳ１２２）。そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了
したＡＰ２が、ＳＴＡ５に対してＡＣＫフレームを返送し（ステップＳ１２３）、この時
点で、ＳＴＡ３およびＳＴＡ４の送信禁止状態が解除され、送信可能状態となる。
　つぎに、ＡＰ２がＳＴＡ５に対してＡＣＫフレームを返送（ステップＳ１２３）した後
、ＡＰ２は、ＳＴＡ４へＲＴＲフレームを送信する（ステップＳ１２４）。一方で、ＳＴ
Ａ３は、ステップＳ１２４のＲＴＲフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、Ａ
Ｐ２からのＣＴＳフレームの受信終了時刻まで、送信禁止状態となる（ステップＳ１２５
）。
　つぎに、ステップＳ１２４の処理でＲＴＲフレームを受信したＳＴＡ４では、その応答
としてＡＰ２に対してＲＴＳフレームを送信する（ステップＳ１２６）。一方で、ＳＴＡ
５は、ステップＳ１２６のＲＴＳフレームに含まれたＮＡＶに基づいて、たとえば、ＳＴ
Ａ４の受信処理が完了するまで、送信禁止状態となる（ステップＳ１２７）。
　つぎに、ステップＳＴ２６の処理でＲＴＳフレームを受信したＡＰ２では、ＳＴＡ４に
対してＣＴＳフレームを送信する（ステップＳ１２８）。一方で、ＳＴＡ３が、ＳＴＡ４
宛てのＣＴＳフレーム内のＮＡＶに基づいて、必要に応じて送信禁止期間を延長する（ス
テップＳ１２９）。
　つぎに、ステップＳ１２８の処理でＣＴＳフレームを受信したＳＴＡ４では、ステップ
Ｓ１１０の処理で一時的に保存しておいたＤＡＴＡフレームを読み出し、それをＡＰ２に
対して送信する（ステップＳ１３０）。そして、最後に、ＤＡＴＡフレームの受信を完了
したＡＰ２が、ＳＴＡ４に対してＡＣＫフレームを返送し（ステップＳ１３１）、この時
点で、ＳＴＡ３およびＳＴＡ５の送信禁止状態が解除され、送信可能状態となる。
　なお、本実施の形態では、同一周波数で動作する基地局に隣接する無線端末によって隠
れ端末が発生する場合について説明したが、これに限らず、たとえば、同一周波数で動作
する基地局が干渉範囲内で動作するために無線端末が送信処理を行えない場合においても
、同様の手順を適用できる。また、キャリアセンスにより接続する無線端末からフレーム
を受信したが、受信直後に送信処理が不可能になった場合であっても、基地局が送信可能
状態になった時点でＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。
　また、隠れ端末および干渉問題対策用のＲＴＳ／ＣＴＳ手順を行わないシーケンスにお
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いても、ＲＴＲフレームを送信することによって同様の手順が適用できる。この場合は、
ステップＳ１０６～Ｓ１０９，Ｓ１１１～Ｓ１１４の処理がＤＡＴＡフレームの再送処理
に置き換えられ、そして、ＲＴＲフレームを送信後、ステップＳ１２２（ＤＡＴＡフレー
ム）およびステップＳ１２３（ＡＣＫフレーム）、ステップＳ１３０（ＤＡＴＡフレーム
）およびステップＳ１３１（ＡＣＫフレーム）、だけの手順となる。また、本実施の形態
では、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づいたアクセス方式について説明したが、さらに、ポーリング
制御に基づくアクセス方式においてもＲＴＲフレーム内でポーリング時間を予約し、受信
フレームの配送予約を行うことによって同様の手順を適用できる。この場合は、配送予約
を行うフィールドをＲＴＲフレームに追加することで対応できる。また、通信システムの
構成については、基地局が特定の無線端末をなりえるものとし、無線端末が基地局となり
えるものとする。また、バッファに一時的に保存したＤＡＴＡフレームの優先順位が時間
の経過によって下がった場合、バッファに保存したＤＡＴＡフレームを破棄することとし
てもよいし、または次回以降の送信にスケジューリングしなおすこととしてもよい。ここ
では、ＲＴＲフレームまたはデータフレームに優先順位を示すフィールドを追加すること
で対応する。
　このように、本実施の形態においては、特定の基地局が、複数の無線端末からのアクセ
スがあったにもかかわらず、隠れ端末あるいは干渉の影響で送信禁止状態となっている場
合、送信可能状態に移行した時点で、受信できなかったＤＡＴＡフレームを再送してもら
うための送信要求フレームを、優先度の高いデータを有する端末装置宛てに順次送信し、
各無線端末に過去のＤＡＴＡフレームを順に再送させることとした。これにより、複数の
無線端末からのアップリンクのパケットを効率的に受信することができるようになる。
【産業上の利用可能性】
　以上のように、本発明にかかる通信方法は、ランダムアクセス技術の１つであるＣＳＭ
Ａを採用するディジタル無線通信システムに有用であり、特に、無線パケットの衝突を回
避するための方法として適している。
【図１】 【図２】
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